
  

 

１１．．国国のの会会計計制制度度のの仕仕組組みみ  ～～一一般般会会計計とと特特別別会会計計～～  

((11))予予算算単単一一のの原原則則とと区区分分経経理理  

国の会計は、毎会計年度における国の施策を網羅して通観できるよう、単一の会計（一般会

計）で一体として経理することが、財政の健全性を確保する見地からは望ましいものとされて

います。これを予算単一の原則（単一会計主義）と言います。 

しかしながら、国の行政の活動が広範になり複雑化してくると、場合によっては、単一の会

計では国の各個の事業の状況や資金の運営実績等が不明確となり、その事業や資金の運営に係

る適切な経理が難しくなりかねません。このような場合には、一般会計とは別に会計を設け（特

別会計）、特定の歳入と特定の歳出を一般会計と区分して経理することにより、特定の事業や資

金運用の状況を明確化することが望ましいと考えられます。 

以上の趣旨から、我が国の会計は、「財政法」（昭 22 法 34）の規定において、一般会計の他

に、特定の歳入・特定の歳出をもって一般会計とは経理を別にする特別会計を設置することと

しています。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 13 条第 1 項 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。 

 

（注）1 つの特別会計の中でも、さらに区分して経理する方が適切な場合には、それらを「勘定」として区分してい

ます。 

 

  ((22))  特特別別会会計計のの設設置置要要件件  

特別会計の具体的な設置要件について、財政法第 13 条第 2 項は、次の場合に限って可能

としています。すなわち、国が 

① 特定の事業を行う場合 

② 特定の資金を保有してその運用を行う場合 

③ 特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合 

に限って、法律で定めることで、特別会計の設置を認めています。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 13 条第 2 項 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以

て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置す

るものとする。 

 

((33))特特別別会会計計のの設設置置、、管管理理及及びび経経理理のの基基本本理理念念 

特別会計の設置、管理及び経理については、我が国の財政の効率化及び透明化の取組を不断

に図るため、「特別会計に関する法律」（平 19 法 23。以下「特別会計法」といいます。）第 1

条の２において、基本理念として以下の事項が規定されています。 

① 経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的・効率的に事務・事業を実施。 
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② 区分経理の必要性を不断に見直し、存続の必要性がない場合は一般会計へ統合するととも
に、特別会計の歳出の財源となる租税収入についても一般会計の歳入へ計上し、国全体の財
政状況の総覧性を確保。 

③ 特別会計における区分経理が必要な場合においても、経理の区分の在り方について不断に
見直し。 

④ 必要以上の資産を保有しないよう、剰余金の適切な処理等の措置。 

⑤ 財務に関する情報を広く国民に公開。 

 

令和３年度においては、経過的なものも含めて 13 の特別会計が設置されています。 

 

図図 11--11  特特別別会会計計（（令令和和３３年年度度））  

 

  

（注） 〈 〉は勘定数、（ ）は所管府省を表します。 

・交付税及び譲与税配付金特別会計
（内閣府、総務省及び財務省）

・地震再保険特別会計
（財務省）

・国債整理基金特別会計
（財務省）

・外国為替資金特別会計
（財務省）

・財政投融資特別会計〈3〉
（財務省及び国土交通省）

・エネルギー対策特別会計〈3〉
（内閣府、文部科学省、経済産業省及び

環境省）

・労働保険特別会計〈3〉
（厚生労働省）

・年金特別会計〈6〉
（内閣府及び厚生労働省）

・食料安定供給特別会計〈7〉
（農林水産省）

・国有林野事業債務管理特別会計
※経過特会 （農林水産省）

・特許特別会計
（経済産業省）

・自動車安全特別会計〈4〉
（国土交通省）

・東日本大震災復興特別会計

（国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、
デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、
財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防
衛省）
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② 借入金の借入れ等と公債の発行 

特別会計は、 

・ 不測の保険事故等により一時的に保険給付の財源に不足を生ずる場合 

・ 国債の償還に充てるため借換債を発行する場合 

など、歳入歳出の状況によっては会計外からの資金調達が必要な場合が考えられます。 

 

事業の性質上、借入金の借入れ等や公債の発行が必要な特別会計については、特別会計法

の各特別会計の章において借入金等の対象となるべき経費を規定し、その限度額について

は予算をもって国会で議決を経なければならないとされています。 

 

図図 11--33  令令和和３３年年度度当当初初予予算算ににおおいいてて借借入入金金のの借借入入れれ等等やや公公債債のの発発行行をを計計上上ししてていいるる特特別別会会計計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 剰余金の処理 

国の決算においては、歳入額から歳出額を引いた差額を剰余金（歳入歳出差額、歳計剰余

金）と呼びます。この剰余金は、国の会計上生じる歳入歳出の差額であって、使途の自由な

余ったお金というわけではありません。一般会計及び特別会計の決算において剰余金が生じ

た場合には、財政法や特別会計法で規定された一定のルールの下、適正に処理することとさ

れています。 

 

一般会計については、その歳入歳出の範囲が特定されていないため、歳入歳出の差額であ

る剰余金は、財政法において、翌年度に繰り越して使用する金額や地方交付税等の精算に充

てる金額を除いた額のうち、2 分の 1 以上の金額を翌々年度までに公債等の償還のための

財源に充てることを規定しています。 

＜参照条文＞ 財政法 

第６条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を

下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の

償還財源に充てなければならない。  

２ 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。 

 

  

借入金の借入れ等 公債の発行 

・交付税及び譲与税配付金 

・エネルギー対策 

・年金 

・食料安定供給 

・国有林野事業債務管理 

・自動車安全 

・国債整理基金 

・財政投融資 

・東日本大震災復興 

 

（注） 借入金の借入れ等については、証券の発行によるものも含まれます。 
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